
第２２期 第８回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
日 時：令和４年１月２６日（水） 

１５：００～ 
場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 

（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）刺網漁業等の許可方針について（協議）             ・・・P１～29 

（２）海区漁業調整委員会委員に係る旅費制度の変更について（報告）  ・・・P30 

（３）その他 

 

３ 閉    会  



1



刺
網
漁
業
許
可
方
針
 

 
Ⅰ
 
す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
７
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

す
ず
き
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
６
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
７
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
７
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
７
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  

 第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年
 

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
６
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
６
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
６
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
７
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

 （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
６
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 
（
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可

を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
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   第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
５
３
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
の
目
合
は
、
一
重
網
は
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
三
重
網
は

外
網
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
内
網
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
、
一
重
網
又
は
三
重
網
の
い
ず
れ
か
１
統
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

許
可
を
有
し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
５
３
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
の
目
合
は
、
一
重
網
は
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
三
重
網
は

外
網
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
内
網
１
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
、
一
重
網
又
は
三
重
網
の
い
ず
れ
か
１
統
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅱ
 
え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
４
３
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

え
び
三
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
４
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
４
３
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
４
３
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
４
３
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
４
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
４
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
４
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
４
３
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
４
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可

を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
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  第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
隻
が
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
３
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）

以
下
と
し
、
網
の
目
合
は
外
網
１
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
内
網
 

３
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
２
統
ま
で
と
す
る
。
（
２
統
を
使
用
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
そ
の
合
計
の
漁
具
の
総
延
長
は
３
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
）
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
一
隻
が
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
３
０
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）

以
下
と
し
、
網
の
目
合
は
外
網
１
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
内
網
 

３
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
２
統
ま
で
と
す
る
。
（
２
統
を
使
用
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
そ
の
合
計
の
漁
具
の
総
延
長
は
３
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
）
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅲ
 
雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
３
３
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

雑
魚
一
重
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
３
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
３
３
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
３
３
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
３
３
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
３
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
３
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
３
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
３
３
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
３
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可

を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
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  第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
６
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
 

 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
６
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Ⅳ
 
さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
５
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
０
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

さ
わ
ら
流
し
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
０
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
５
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開
庁

日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
３
年
１
１
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
５
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
５
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
３
年
１
１
月
３
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次

の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
８
年
１
１
月
３
０
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期

間
の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶

の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
８
年
１
１
月
９
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
５
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。  

  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し
て
い

る
者
 

（
４
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
５
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
 

  

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。

な
お
、規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。

ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す
る
。
 

（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
刺
網
漁
業
の
許
可

を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
 

（
６
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
５
）
に
該
当
し
な
い
者
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 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

し
、
網
丈
は
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
、
網
の
目
合
は
１
２
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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げ
ん
し
き
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

げ
ん
し
き
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
５
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

げ
ん
し
き
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
４
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
５
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開

庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
５
０
件
に

到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に

新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後

に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、

許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
５
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
１
４
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
１
４
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
１
４
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
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第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
５
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
 
  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
４
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
該
当
し
な
い
者
 

   

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
４
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
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第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

３
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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固
定
式
刺
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

固
定
式
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
１
，
０
０
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

固
定
式
刺
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
９
８
０
隻
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

利
を
有
す
る
者
 

（
３
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
４
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
５
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
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第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
１
，
０
０
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次

の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
１
，
０
０
０

件
に
到
達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を

更
に
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、

最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う

ち
、
許
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 
 

４
 
合
計
数
が
１
，
０
０
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
 

３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た

場
合
は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３

に
同
じ
。
 

  
 

第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
が
、
９
８
０
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の

次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

  ３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
受
付
数
と
申
請
期
間

の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の

数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）
が
９
８
０
件
に
到
達
す

る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新
た
な

申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に
追
加

し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許
可
、

起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
数
が
９
８
０
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
 

 

23



第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
１
，
０
０
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間

に
受
付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を

す
る
者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選

に
よ
る
。
 

  （
１
）
 
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を

受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船

舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と

す
る
者
 

（
２
）
 
前
回
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有

し
て
い
た
者
の
う
ち
、今
回
の
許
可
の
有
効
期
間
に
お
い
て
当
該
知
事

許
可
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
者
 

      （
３
）
 
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
現
に
有
し

て
い
る
者
 

（
４
）
 
上
記
（
１
）
か
ら
（
３
）
に
該
当
し
な
い
者
 

   

第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
９
８
０
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
規
則
第
９
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
ま
た
、
各
順
位
の
基
準
日
は
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
と
す

る
。
 
（
１
）
 
基
準
日
に
お
い
て
従
前
の
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て

い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
令
和
４
年
６
月
３
０
日

ま
で
に
受
付
け
た
申
請
、
か
つ
、
有
し
て
い
た
許
可
件
数
の
範
囲
ま

で
と
す
る
。
 

 （
２
）
 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
（
従
前
の
許
可
を

含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
（
こ
の
許
可

方
針
に
基
づ
く
更
新
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
伴
い
、

許
可
を
受
け
て
い
た
船
舶
と
同
じ
船
舶
に
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を

営
も
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、
廃
業
す
る
許

可
件
数
の
範
囲
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
許
可
を
有
し
て
い
た
者
が
上

記
（
１
）
の
適
用
に
計
上
し
た
従
前
の
許
可
及
び
代
船
申
請
の
た
め

に
廃
業
し
た
許
可
は
、
こ
の
順
位
の
適
用
に
計
上
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

（
３
）
 
基
準
日
か
ら
過
去
５
年
間
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
許
可

（
従
前
の
許
可
を
含
む
。
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
 

（
４
） 
基
準
日
に
お
い
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
以
外
の
知
事
許
可
漁
業
の

許
可
を
有
し
て
い
た
者
 

（
５
）
 上
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
に
該
当
し
な
い
者
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第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
１
種
区
画
漁
業
権
（
の
り
養
殖
業
）
漁
場
及
び
当
該
漁
場
周
辺
に
設

け
ら
れ
た
１
８
０
メ
ー
ト
ル
及
び
９
０
メ
ー
ト
ル
の
大
船
通
し
、
大
潮
通

し
の
区
域
に
お
い
て
は
、
の
り
養
殖
業
の
操
業
期
間
中
は
、
養
殖
施
設
の

周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

 
 
 
４
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
管
轄
漁
場
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
５
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
上
手
側
：
赤
、
下
手
側
：
黒
」
又
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
 
条
件
 

１
 
沖
神
瀬
灯
標
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
及

び
夜
灯
鼻
灯
台
か
ら
真
方
位
４
５
度
０
０
分
、
１
，
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の

点
を
中
心
と
し
た
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
で
は
操
業
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
１
種
区
画
漁
業
権
（
の
り
養
殖
業
）
漁
場
及
び
当
該
漁
場
周
辺
に
設

け
ら
れ
た
１
８
０
メ
ー
ト
ル
及
び
９
０
メ
ー
ト
ル
の
大
船
通
し
、
大
潮
通

し
の
区
域
に
お
い
て
は
、
の
り
養
殖
業
の
操
業
期
間
中
は
、
養
殖
施
設
の

周
囲
１
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
使
用
す
る
網
の
総
延
長
は
、
４
５
０
メ
ー
ト
ル
（
仕
立
上
り
）
以
下
と

す
る
。
 

 
 
 
４
 
使
用
す
る
漁
具
は
１
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産

大
臣
管
轄
漁
場
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
 
 
５
 
ボ
ン
デ
ン
に
設
置
す
る
旗
は
水
面
か
ら
１
ｍ
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、

旗
色
は
「
上
手
側
：
赤
、
下
手
側
：
黒
」
又
は
「
西
側
：
赤
、
東
側
：
黒
」

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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あ
ん
こ
う
網
漁
業
許
可
方
針
 

（
旧
）
 

（
新
）
 

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

あ
ん
こ
う
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
 

 
 
 
 
２
８
隻
 

 
３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
新
規
許
可
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
に
伴
い
、
許
可
を
承
継
す
る
と

き
 

 イ
 
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
漁
業
調
整
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
 

（
２
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
３
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権

第
１
 
制
限
措
置
 

１
 
漁
業
種
類
 

あ
ん
こ
う
網
漁
業
 

２
 
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
 

 
 
 
 
漁
業
者
の
数
 
２
２
人
（
漁
具
の
統
数
 
２
２
統
）
 

船
舶
の
数
 
 
１
人
に
つ
き
２
隻
ま
で
 

３
 
船
舶
の
総
ト
ン
数
 

 
 
 
 
制
限
な
し
 

４
 
推
進
機
関
の
馬
力
数
 

制
限
な
し
 

５
 
操
業
区
域
 

佐
賀
県
有
明
海
（
農
林
水
産
大
臣
管
轄
漁
場
を
含
む
。
）
 

６
 
漁
業
時
期
 

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
 

７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
 

（
１
）
 
新
規
許
可
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

ア
 
２
親
等
以
内
の
親
族
の
廃
業
に
伴
い
、
許
可
を
承
継
す
る
者
。

た
だ
し
、
有
し
て
い
る
当
該
漁
業
の
許
可
を
全
て
廃
業
す
る
と

き
に
限
る
。
 

イ
 
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
漁
業
調
整
上

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
 

（
２
） 
佐
賀
県
に
お
い
て
漁
港
機
能
を
有
す
る
施
設
を
拠
点
と
し
て
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
者
 

（
３
） 
佐
賀
県
の
漁
船
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
舶
を
使
用
す
る
権
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利
を
有
す
る
者
 

（
４
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
５
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
６
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

許
可
を
し
た
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
規
則
第
 

１
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
次
の
開
庁
日
ま
で
と
す

る
。
 

２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
の
数
（
以
下
「
受
付
数
」
と
い

う
。
）
と
、
申
請
期
間
の
最
終
日
に
お
い
て
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
て
い
る
船
舶
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
数
」
と
い
う
。
）

が
、
２
８
件
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日
の
次
の
開
庁

日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
 

３
 
令
和
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
合
計
数
が
２
８
件
に
到

達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新

た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に

追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許

可
、
起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
数
か
ら
除
く
。
 

 

利
を
有
す
る
者
 

（
４
）
 
佐
賀
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
佐
賀
県
規
則
第
63
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
０
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者
 

（
５
）
 
適
切
な
資
源
管
理
を
実
践
で
き
る
者
 

（
６
）
 
漁
業
の
生
産
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
者
 

  第
２
 
許
可
の
有
効
期
間
 

令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
 

 第
３
 
申
請
す
べ
き
期
間
 

１
 
申
請
す
べ
き
期
間
（
以
下
「
申
請
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
４
年

３
月
●
●
日
か
ら
令
和
４
年
５
月
１
日
ま
で
と
す
る
。
 

 
２
 
申
請
期
間
に
到
着
し
、
受
付
け
た
申
請
者
の
数
（
以
下
「
申
請
者
数
」

と
い
う
。
）
が
、
２
２
人
に
到
達
し
な
い
と
き
は
、
申
請
期
間
の
最
終
日

の
次
の
開
庁
日
を
新
た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
。
な
お
、
人
数
の

集
計
は
、
同
一
人
に
係
る
も
の
は
１
と
す
る
。
（
以
下
こ
の
許
可
方
針
に

お
い
て
同
じ
。
）
 

３
 
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
申
請
者
数
と
申
請
期

間
の
最
終
日
時
点
で
有
効
な
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
漁
業

者
の
数
を
足
し
た
数
（
以
下
「
合
計
人
数
」
と
い
う
。
）
が
２
２
人
に
到

達
す
る
ま
で
は
、
最
後
に
追
加
し
た
申
請
期
間
の
次
の
開
庁
日
を
更
に
新

た
な
申
請
期
間
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
た
だ
し
、
最
後
に

追
加
し
た
申
請
期
間
よ
り
前
の
申
請
期
間
に
受
付
け
た
も
の
の
う
ち
、
許

可
、
起
業
の
認
可
若
し
く
は
不
許
可
の
処
分
又
は
申
請
の
取
下
げ
を
し
た
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４
 
合
計
数
が
２
８
件
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
４
年
５
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
再
度
公
示
を
行
う
。
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
１
か
ら
３
に
同

じ
。
 

  
    第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
数
が
２
８
件
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受
付

け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者

を
定
め
る
。た
だ
し
、同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ
る
。  

  （
１
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
ア
に
該
当
す

る
者
 

 
（
２
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
イ
に
該
当
す

る
者
。
な
お
、
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
特
別
の

事
情
等
を
考
慮
し
、
優
先
順
位
が
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
順
位
の

中
で
、
更
に
そ
の
順
位
に
よ
る
。
 

 

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
申
請
者
数
か
ら
除
く
。
 

４
 
合
計
人
数
が
２
２
人
に
到
達
し
た
日
以
降
か
ら
令
和
９
年
５
月
１
０

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
廃
業
等
の
事
由
に
よ
り
残
枠
が
生
じ
た
場
合

は
、
新
た
な
申
請
期
間
を
追
加
す
る
。
申
請
期
間
は
、
規
則
第
１
１
条
第

１
項
に
基
づ
く
公
示
を
し
た
日
か
ら
１
０
日
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
０

日
後
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
次
の
開
庁
日
ま
で
を
申
請
期
間
と
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
の
申
請
期
間
の
取
扱
い
は
、
上
記
３
に
同
じ
。
 

５
 
上
記
１
～
４
に
関
わ
ら
ず
、同
一
人
へ
の
２
隻
目
の
許
可
に
係
る
申
請

期
間
は
、
令
和
４
年
３
月
●
●
日
か
ら
令
和
９
年
５
月
３
１
日
ま
で
と
す

る
。
 

 第
４
 
許
可
の
基
準
 

合
計
人
数
が
２
２
人
を
超
え
る
場
合
は
、
最
後
に
設
定
し
た
申
請
期
間
に
受

付
け
た
者
を
次
に
掲
げ
る
優
先
順
位
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
順
位
で
あ
る
者
相
互
間
の
優
先
順
位
は
抽
選
に
よ

る
。
な
お
、
同
一
人
に
よ
る
２
隻
目
の
許
可
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
下
記

の
優
先
順
位
に
関
わ
ら
ず
こ
れ
を
許
可
す
る
。
 

（
１
）
 
該
当
す
る
申
請
期
間
の
始
期
の
前
日
時
点
で
従
前
の
当
該
知
事
許

可
漁
業
の
許
可
を
有
し
て
い
た
者
。
た
だ
し
、
当
該
順
位
の
適
用
は
、

令
和
４
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
受
付
け
た
申
請
に
限
る
。
 

（
２
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
ア
に
該
当
す

る
者
 

（
３
）
 
「
第
１
－
７
 
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
（
１
）
」
の
イ
に
該
当
す

る
者
。
な
お
、
佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
諮
り
、
特
別

の
事
情
等
を
考
慮
し
、
優
先
順
位
を
定
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
順

位
の
中
で
、
更
に
そ
の
順
位
に
よ
る
。
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第
５
 
条
件
 

１
 
１
許
可
者
に
つ
き
、
使
用
で
き
る
漁
具
は
１
統
ま
で
と
す
る
。
な
お
、

１
許
可
者
で
２
隻
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
同
じ
。
 

２
 
２
隻
の
許
可
を
受
け
た
者
が
操
業
す
る
際
は
、
県
が
定
め
る
標
旗
を
船

舷
上
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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旅
費
制
度
の
変
更
に
つ
い
て
 

 

１
．
背
景

 

〇
委

員
会

等
に

出
席

さ
れ

た
委

員
に

は
「

委
員

報
酬

」
と

「
旅

費
」

が
支

給
さ

れ
て

い
る

。
 

（
た

だ
し

、
旅

費
に

つ
い

て
は

、
移

動
距

離
が

８
ｋ

ｍ
未

満
の

場
合

は
支

給
な

し
。）

 

〇
今

般
、

県
に

お
い

て
「

旅
費

」
の

制
度

見
直

し
が

行
わ

れ
、「

佐
賀

県
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
」

が
改

正
さ

れ
た

。
 

〇
令

和
４

年
１

月
１

日
か

ら
新

た
な

旅
費

制
度

の
適

用
が

開
始

さ
れ

た
。

 

  ２
．
旅
費
制
度
の
変
更
内
容
 

〇
旧

制
度

（
～

Ｒ
３

.
１

２
.
３

１
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

新
制
度

(
Ｒ

４
.
１
.
１

～
)
 

区
分

 
旅

費
の

構
成

 

８
ｋ

ｍ
未

満
 

旅
費

支
給

な
し

 

１
０

０
ｋ

ｍ
未

満
 

交
通

費
＋

日
当

１
，

１
０

０
円

 

１
０

０
ｋ

ｍ
以

上
 

交
通

費
＋

日
当

２
，

２
０

０
円

 

 ※
新

制
度

で
は

、
移

動
中

に
私

用
携

帯
で

事
務

局
と

電
話
連

絡
を

す
る

な
ど

、
通

信
連

絡
の

費
用

を
負

担
し

た
場

合
に

は
、

１
日

に
つ

き
１

０
０

円
を

別

途
支

給
し

ま
す

。（
８

ｋ
ｍ

未
満

の
方

も
対

象
）

 

※
交

通
費

は
、

公
共

交
通

機
関

の
運

賃
を

基
に

算
出

し
て

い
ま

す
。（

算
出

方
法

の
変

更
は

な
し

）
 

区
分

 
旅

費
の

構
成

 

８
ｋ

ｍ
未

満
 

旅
費

支
給

な
し

 

県
内

 
交

通
費

＋
地

域
内

交
通

費
５

５
０

円
 

県
外

 
交

通
費

＋
地

域
内

交
通

費
１

，
１

０
０

円
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